
平
成
二
十
年
総
務
省
令
第
二
十
号

社
会
保
障
協
定
の
実
施
に
伴
う
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
等
の
特
例
に
関
す
る
省
令

社
会
保
障
協
定
の
実
施
に
伴
う
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
四
号
）

第
百
五
条
及
び
社
会
保
障
協
定
の
実
施
に
伴
う
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
等
の
特
例
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十

年
政
令
第
三
十
八
号
）
第
三
十
一
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
社
会
保
障
協
定
及
び
同

法
を
実
施
す
る
た
め
、
社
会
保
障
協
定
の
実
施
に
伴
う
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
等
の
特
例
に
関
す
る
省
令
を
次

の
よ
う
に
定
め
る
。

（
適
用
証
明
書
の
申
請
）

第
一
条
　
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
。
以
下
「
地
共
済
法
」
と
い
う
。
）

第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
方
公
務
員
共
済
組
合
（
以
下
「
組
合
」
と
い
う
。
）
の
組
合
員
（
以
下
「
組
合
員
」

と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
、
社
会
保
障
協
定
（
社
会
保
障
協
定
の
実
施
に
伴
う
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
特
例
等
に
関

す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
社
会
保
障
協

定
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
相
手
国
法
令
（
法
第
二
条
第
三
号
に
規
定
す
る
相
手
国
法
令
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
の
規
定
の
適
用
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
社
会
保
障
に
関
す
る
日
本
国
と
大
韓
民
国
と
の

間
の
協
定
（
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
「
韓
国
協
定
」
と
い
う
。
）
第
八
条
２
、
社
会
保
障
に
関
す
る
日
本
国
政

府
と
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
政
府
と
の
間
の
協
定
（
以
下
「
フ
ラ
ン
ス
協
定
」
と
い
う
。
）
第
八
条
２
及
び
社
会
保
障

に
関
す
る
日
本
国
と
カ
ナ
ダ
と
の
間
の
協
定
（
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
「
カ
ナ
ダ
協
定
」
と
い
う
。
）
第
五
条

５
（
ｃ
）
の
規
定
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
日
本
国
に
お
け
る

就
労
に
関
す
る
所
属
機
関
の
長
の
証
明
書
及
び
組
合
員
の
資
格
に
関
す
る
組
合
の
証
明
書
を
添
え
て
、
組
合
を
経

由
し
て
地
方
公
務
員
共
済
組
合
連
合
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
組
合
員
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

二
　
所
属
機
関
の
名
称
及
び
所
在
地

三
　
当
該
申
請
に
係
る
就
労
の
開
始
予
定
年
月
日
及
び
終
了
予
定
年
月
日

四
　
相
手
国
の
領
域
内
に
お
け
る
就
労
先
の
名
称
及
び
所
在
地
（
社
会
保
障
に
関
す
る
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆

国
と
の
間
の
協
定
第
四
条
１
の
規
定
に
よ
り
同
協
定
第
二
条
２
に
規
定
す
る
合
衆
国
費
用
負
担
法
令
の
規
定
の

適
用
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
を
除
く
。
）

五
　
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
社
会
保
障
協
定
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項

一
　
社
会
保
障
に
関
す
る
日
本
国
と
ド
イ
ツ
連

邦
共
和
国
と
の
間
の
協
定
（
以
下
こ
の
号
に
お

い
て
「
ド
イ
ツ
協
定
」
と
い
う
。
）

ド
イ
ツ
年
金
法
令
（
ド
イ
ツ
協
定
第
二
条
（
１
）
（
ｂ
）

に
規
定
す
る
年
金
保
険
制
度
に
係
る
ド
イ
ツ
連
邦
共
和

国
の
法
令
を
い
う
。
）
の
加
入
期
間
を
有
す
る
者
に
あ
っ

て
は
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
に
お
け
る
保
険
番
号

二
　
社
会
保
障
に
関
す
る
日
本
国
と
ベ
ル
ギ
ー

王
国
と
の
間
の
協
定
（
第
五
条
第
二
項
第
四
号

に
お
い
て
「
ベ
ル
ギ
ー
協
定
」
と
い
う
。
）

ベ
ル
ギ
ー
王
国
の
領
域
内
に
お
け
る
就
労
先
の
登
録
番
号

三
　
社
会
保
障
に
関
す
る
日
本
国
と
オ
ラ
ン
ダ

王
国
と
の
間
の
協
定
（
以
下
こ
の
号
及
び
第
五

条
第
二
項
第
四
号
に
お
い
て
「
オ
ラ
ン
ダ
協
定
」

と
い
う
。
）

オ
ラ
ン
ダ
王
国
の
領
域
内
に
お
い
て
就
労
し
、
か
つ
、

オ
ラ
ン
ダ
協
定
第
七
条
１
の
規
定
に
よ
り
オ
ラ
ン
ダ
王

国
の
社
会
保
障
の
各
部
門
に
関
す
る
法
令
（
オ
ラ
ン
ダ

協
定
第
二
条
２
に
掲
げ
る
社
会
保
障
の
各
部
門
に
関
す

る
オ
ラ
ン
ダ
王
国
の
法
律
及
び
規
則
を
い
う
。
第
五
条

第
二
項
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
の
適
用
を
免

除
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
申
請
に

係
る
就
労
の
開
始
の
予
定
日
が
直
近
の
当
該
オ
ラ
ン
ダ

王
国
の
領
域
内
に
お
け
る
就
労
の
終
了
の
日
か
ら
一
年

を
経
過
し
て
い
る
旨

四
　
社
会
保
障
に
関
す
る
日
本
国
と
チ
ェ
コ
共

和
国
と
の
間
の
協
定
（
第
五
条
第
二
項
第
四
号

に
お
い
て
「
チ
ェ
コ
協
定
」
と
い
う
。
）

チ
ェ
コ
共
和
国
の
領
域
内
に
お
け
る
就
労
先
の
登
録
番
号

五
　
社
会
保
障
に
関
す
る
日
本
国
と
ス
ペ
イ
ン

と
の
間
の
協
定
（
第
五
条
第
二
項
第
四
号
に
お

い
て
「
ス
ペ
イ
ン
協
定
」
と
い
う
。
）

ス
ペ
イ
ン
の
領
域
内
に
お
け
る
就
労
先
の
登
録
番
号

六
　
社
会
保
障
に
関
す
る
日
本
国
と
ブ
ラ
ジ
ル

連
邦
共
和
国
と
の
間
の
協
定
（
第
五
条
第
二
項

第
四
号
に
お
い
て
「
ブ
ラ
ジ
ル
協
定
」
と
い
う

。
）

ブ
ラ
ジ
ル
連
邦
共
和
国
の
領
域
内
に
お
け
る
就
労
先
の

登
録
番
号

七
　
社
会
保
障
に
関
す
る
日
本
国
と
ハ
ン
ガ
リ

ー
と
の
間
の
協
定

ハ
ン
ガ
リ
ー
の
領
域
内
に
お
け
る
就
労
先
の
登
録
番
号

八
　
社
会
保
障
に
関
す
る
日
本
国
と
イ
タ
リ
ア

共
和
国
と
の
間
の
協
定

イ
タ
リ
ア
共
和
国
の
領
域
内
に
お
け
る
就
労
先
の
税
務

番
号

六
　
そ
の
他
必
要
な
事
項

（
適
用
証
明
書
の
交
付
）

第
二
条
　
地
方
公
務
員
共
済
組
合
連
合
会
は
、
前
条
の
申
請
書
に
基
づ
き
、
相
手
国
法
令
の
規
定
の
適
用
の
免
除
を

決
定
し
た
と
き
は
、
前
条
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
証
明
書
（
以
下
「
適
用
証
明
書
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
、

組
合
を
経
由
し
て
当
該
申
請
に
係
る
組
合
員
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
組
合
は
、
当
該
組
合
員
の
所
属
機
関
の
長
を
経
由
し
て
適
用
証
明
書
を
交
付
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

（
適
用
証
明
書
の
再
交
付
等
）

第
三
条
　
適
用
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
組
合
員
は
、
そ
の
氏
名
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
氏
名
の

変
更
に
関
す
る
申
告
書
に
当
該
適
用
証
明
書
及
び
組
合
員
の
資
格
に
関
す
る
組
合
の
証
明
書
を
添
え
て
、
組
合
を

経
由
し
て
地
方
公
務
員
共
済
組
合
連
合
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
適
用
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
組
合
員
は
、
当
該
適
用
証
明
書
を
亡
失
し
、
又
は
著
し
く
損
傷
し
た
と
き
は
、

遅
滞
な
く
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
再
交
付
の
申
請
書
に
当
該
適
用
証
明
書
（
亡
失
し
た
と
き
を
除
く
。
）

及
び
組
合
員
の
資
格
に
関
す
る
組
合
の
証
明
書
を
添
え
て
、
組
合
を
経
由
し
て
地
方
公
務
員
共
済
組
合
連
合
会
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
組
合
員
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

二
　
当
該
申
請
に
係
る
就
労
の
開
始
年
月
日

三
　
亡
失
し
、
又
は
損
傷
し
た
事
由

四
　
そ
の
他
必
要
な
事
項

３
　
地
方
公
務
員
共
済
組
合
連
合
会
は
、
第
一
項
の
申
告
書
又
は
前
項
の
申
請
書
の
提
出
を
受
け
た
と
き
は
、
新
た

な
適
用
証
明
書
を
作
成
し
、
組
合
を
経
由
し
て
当
該
組
合
員
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

４
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
組
合
は
、
当
該
組
合
員
の
所
属
機
関
の
長
を
経
由
し
て
適
用
証
明
書
を
交
付
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

５
　
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
規
程
（
昭
和
三
十
七
年
総
理
府
・
文
部
省
・
自
治
省
令
第
一
号
。
以
下
「
施

行
規
程
」
と
い
う
。
）
第
九
十
六
条
第
三
項
及
び
第
九
十
八
条
の
規
定
は
、
適
用
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
組
合

員
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
組
合
員
証
」
と
あ
る
の
は
「
適
用
証
明

書
」
と
、
「
組
合
に
」
と
あ
る
の
は
「
組
合
を
経
由
し
て
地
方
公
務
員
共
済
組
合
連
合
会
に
」
と
読
み
替
え
る
も

の
と
す
る
。

（
相
手
国
法
令
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
に
係
る
届
出
等
）

第
四
条
　
組
合
員
が
、
法
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
地
共
済
法
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
こ
と
と
な
っ
た
と

き
は
、
遅
滞
な
く
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
に
相
手
国
実
施
機
関
等
（
法
第
二
条
第
四
号
に
規
定
す

る
相
手
国
実
施
機
関
等
を
い
う
。
第
五
条
第
二
項
第
三
号
及
び
第
七
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
当
該
組
合

1



員
に
交
付
し
た
相
手
国
法
令
の
規
定
の
適
用
に
関
す
る
証
明
書
の
写
し
を
添
え
て
、
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一
　
届
出
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

二
　
所
属
機
関
の
名
称
及
び
所
在
地

三
　
法
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
地
共
済
法
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
こ
と
と
な
っ
た
日

四
　
そ
の
他
必
要
な
事
項

２
　
韓
国
協
定
第
八
条
２
、
フ
ラ
ン
ス
協
定
第
八
条
２
及
び
カ
ナ
ダ
協
定
第
五
条
５
（
ｂ
）
の
規
定
に
該
当
す
る
者

は
、
前
項
に
規
定
す
る
証
明
書
の
写
し
の
提
出
に
代
え
て
、
次
に
掲
げ
る
書
類
の
い
ず
れ
か
の
提
示
を
も
っ
て
当

該
者
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
旅
券

二
　
そ
の
他
本
人
確
認
で
き
る
も
の

３
　
組
合
員
が
、
社
会
保
障
協
定
の
実
施
に
伴
う
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
等
の
特
例
に
関
す
る
政
令
（
以
下

「
令
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
三
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
地
共
済
法
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
職
員
と
な

っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
組
合
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一
　
届
出
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

二
　
所
属
機
関
の
名
称
及
び
所
在
地

三
　
令
第
二
条
第
三
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
職
員
と
な
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
日

四
　
そ
の
他
必
要
な
事
項

（
附
則
第
六
十
五
条
年
金
の
決
定
請
求
等
の
特
例
）

第
五
条
　
次
に
掲
げ
る
被
用
者
年
金
制
度
の
一
元
化
等
を
図
る
た
め
の
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
三
号
。
以
下
「
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
六
十
五
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
す
る
退
職
共
済
年
金
、
障
害
共
済
年
金
及
び
遺
族
共
済
年
金
（
以
下
「
附
則
第
六
十
五

条
年
金
」
と
い
う
。
）
の
決
定
の
請
求
に
係
る
請
求
書
に
は
、
当
該
決
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
第
二
号
に
掲

げ
る
決
定
の
請
求
に
あ
っ
て
は
、
死
亡
し
た
組
合
員
又
は
組
合
員
で
あ
っ
た
者
。
次
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

に
係
る
相
手
国
期
間
申
立
書
（
法
第
二
条
第
五
号
に
規
定
す
る
相
手
国
期
間
の
確
認
を
申
し
立
て
る
書
類
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
法
第
二
十
七
条
（
第
二
号
、
第
四
号
及
び
第
六
号
か
ら
第
八
号
ま
で
を
除
く
。
）
の
規
定
に
よ
り
厚
生
年
金

保
険
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
五
号
）
の
老
齢
厚
生
年
金
の
受
給
資
格
要
件
又
は
同
法
の
老
齢
厚
生
年

金
の
加
給
の
加
算
の
資
格
要
件
を
満
た
し
た
こ
と
に
よ
り
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
五
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
退
職
共
済
年
金
の
受
給
権
を
有
す
る
こ
と
と
な
っ
た
者
に
係
る
施
行
規
程
第
百
二
十
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
厚
生
省
令
第
三
十
七
号
）
第

三
十
条
第
一
項
の
請
求
書

二
　
法
第
二
十
七
条
（
第
一
号
、
第
三
号
、
第
五
号
及
び
第
八
号
を
除
く
。
）
、
第
三
十
条
又
は
第
四
十
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
厚
生
年
金
保
険
法
の
遺
族
厚
生
年
金
の
受
給
資
格
要
件
又
は
同
法
の
遺
族
厚
生
年
金
の
中
高
齢

寡
婦
加
算
若
し
く
は
同
法
の
遺
族
厚
生
年
金
の
経
過
的
寡
婦
加
算
の
加
算
の
資
格
要
件
を
満
た
し
た
こ
と
に
よ

り
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
遺
族
共
済
年
金
の
受
給
権
を
有
す
る
こ

と
と
な
っ
た
者
に
係
る
施
行
規
程
第
百
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
厚
生
年
金
保
険
法
施

行
規
則
第
六
十
条
第
一
項
の
請
求
書

三
　
法
第
二
十
八
条
又
は
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
年
金
保
険
法
の
障
害
厚
生
年
金
の
受
給
資
格

要
件
を
満
た
し
た
こ
と
に
よ
り
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
障
害
共
済

年
金
の
受
給
権
を
有
す
る
こ
と
と
な
っ
た
者
に
係
る
施
行
規
程
第
百
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

ら
れ
た
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
四
十
四
条
第
一
項
の
請
求
書

２
　
相
手
国
期
間
申
立
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
（
フ
ラ
ン
ス
協
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
は
、
第
二
号
に
掲

げ
る
事
項
を
除
く
。
）
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
決
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

二
　
出
生
地
及
び
国
籍

三
　
相
手
国
法
令
の
適
用
を
受
け
る
者
に
対
し
て
相
手
国
実
施
機
関
等
か
ら
通
知
さ
れ
た
番
号
が
あ
る
場
合
に
お

い
て
は
、
当
該
番
号

四
　
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
社
会
保
障
協
定
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項

一
　
ベ
ル
ギ
ー

協
定

ベ
ル
ギ
ー
協
定
第
一
条
１
（
ｅ
）
に
規
定
す
る
ベ
ル
ギ
ー
王
国
の
実
施
機
関
の
名
称

二
　
フ
ラ
ン
ス

協
定

フ
ラ
ン
ス
共
和
国
の
領
域
内
に
お
け
る
滞
在
期
間
及
び
当
該
滞
在
期
間
に
係
る
就
労
状
況

　

そ
の
他
の
国
の
領
域
内
に
お
け
る
滞
在
期
間
及
び
当
該
滞
在
期
間
に
係
る
フ
ラ
ン
ス
協

定
第
二
条
１
に
掲
げ
る
フ
ラ
ン
ス
社
会
保
障
法
令
の
適
用
状
況

三
　
社
会
保
障

に
関
す
る
日
本

国
と
オ
ー
ス
ト

ラ
リ
ア
と
の
間

の
協
定

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
領
域
内
に
お
け
る
滞
在
期
間
及
び
当
該
滞
在
期
間
に
係
る
就
労
状
況

四
　
オ
ラ
ン
ダ

協
定

オ
ラ
ン
ダ
王
国
の
領
域
内
に
お
け
る
滞
在
期
間
及
び
当
該
滞
在
期
間
に
係
る
就
労
状
況

　

そ
の
他
の
国
の
領
域
内
に
お
け
る
滞
在
期
間
及
び
当
該
滞
在
期
間
に
係
る
オ
ラ
ン
ダ
王

国
の
社
会
保
障
の
各
部
門
に
関
す
る
法
令
の
適
用
状
況

五
　
チ
ェ
コ
協

定

チ
ェ
コ
共
和
国
の
領
域
内
に
お
け
る
滞
在
期
間
及
び
当
該
滞
在
期
間
に
係
る
就
労
状
況

　

そ
の
他
の
国
の
領
域
内
に
お
け
る
滞
在
期
間
及
び
当
該
滞
在
期
間
に
係
る
チ
ェ
コ
協
定

第
二
条
１
（
ａ
）
に
規
定
す
る
チ
ェ
コ
共
和
国
の
年
金
保
険
法
及
び
そ
の
関
係
法
に
よ

っ
て
規
律
さ
れ
る
制
度
の
適
用
状
況

六
　
ス
ペ
イ
ン

協
定

ス
ペ
イ
ン
の
領
域
内
に
お
け
る
滞
在
期
間
及
び
当
該
滞
在
期
間
に
係
る
就
労
状
況

七
　
ブ
ラ
ジ
ル

協
定

ブ
ラ
ジ
ル
連
邦
共
和
国
の
領
域
内
に
お
け
る
滞
在
期
間
及
び
当
該
滞
在
期
間
に
係
る
就

労
状
況

そ
の
他
の
国
の
領
域
内
に
お
け
る
滞
在
期
間
及
び
当
該
滞
在
期
間
に
係
る
ブ
ラ
ジ
ル
協

定
第
一
条
１
（
ｄ
）
に
規
定
す
る
ブ
ラ
ジ
ル
連
邦
共
和
国
の
法
令
の
適
用
状
況

五
　
そ
の
他
必
要
な
事
項

（
附
則
第
六
十
五
条
年
金
の
改
定
請
求
の
特
例
）

第
六
条
　
法
第
二
十
八
条
第
二
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
年
金
保
険
法
の

障
害
厚
生
年
金
の
額
を
改
定
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
と
き
は
、
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
五
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
障
害
共
済
年
金
の
額
の
改
定
に
係
る
施
行
規
程
第
百
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

ら
れ
た
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
四
十
七
条
第
一
項
又
は
第
四
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
請
求
書
を

提
出
す
る
場
合
に
は
、
相
手
国
期
間
申
立
書
を
併
せ
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
附
則
第
六
十
五
条
年
金
の
請
求
の
特
例
）

第
七
条
　
第
五
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
同
項
各
号
に
掲
げ
る
請
求
書
又
は
前
条
の
規
定
の

適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
同
条
に
規
定
す
る
請
求
書
に
つ
い
て
は
、
相
手
国
実
施
機
関
等
を
経
由
し
て
組
合
に

提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
相
手
国
実
施
機
関
等
を
経
由
し
て
組
合
に
提
出
さ
れ
る
第
五
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る

請
求
書
に
は
、
当
該
請
求
書
に
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
施
行
規
程
第
百
二
十
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
三
十
条
第
二
項
第
三
号
を
添
え
る
こ
と
を
要
し
な

い
。

３
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
第
五
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
請
求
書
が
相
手
国
実
施
機
関
等
を
経
由
し
て
組
合
に

提
出
さ
れ
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
る
こ
と
を
要
し
な
い
。
た
だ
し
、
第
一
号
に
掲
げ
る
書
類
に
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あ
っ
て
は
、
当
該
請
求
書
に
係
る
組
合
員
又
は
組
合
員
で
あ
っ
た
者
の
死
亡
し
た
年
月
日
及
び
死
亡
の
原
因
を
確

認
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
有
す
る
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
実
施
機
関
（
社
会
保
障
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
ア
イ

ル
ラ
ン
ド
政
府
と
の
間
の
協
定
第
一
条
１
（
ｅ
）
に
規
定
す
る
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
実
施
機
関
を
い
う
。
）
を
経
由

し
て
当
該
請
求
書
が
提
出
さ
れ
る
場
合
に
限
る
。

一
　
施
行
規
程
第
百
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
六
十
条
第

三
項
第
四
号
に
掲
げ
る
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
の
死
亡
に
関
し
て
市
町
村
長
に
提
出
し
た
死
亡

診
断
書
、
死
体
検
案
書
若
し
く
は
検
視
調
書
に
記
載
し
て
あ
る
事
項
に
つ
い
て
の
市
町
村
長
の
証
明
書
又
は
こ

れ
に
代
わ
る
べ
き
書
類

二
　
施
行
規
程
第
百
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
六
十
条
第

三
項
第
九
号
の
二
に
掲
げ
る
書
類

附
　
則

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
年
三
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
社
会
保
障
に
関
す
る
日
本
国
と
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
と
の
間
の
協
定
の
実
施
に
伴
う
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合

法
の
特
例
等
に
関
す
る
省
令
等
の
廃
止
）

第
二
条
　
次
に
掲
げ
る
省
令
は
、
廃
止
す
る
。

一
　
社
会
保
障
に
関
す
る
日
本
国
と
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
と
の
間
の
協
定
の
実
施
に
伴
う
地
方
公
務
員
等
共
済
組

合
法
の
特
例
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
二
年
自
治
省
令
第
四
号
）

二
　
社
会
保
障
に
関
す
る
日
本
国
と
グ
レ
ー
ト
・
ブ
リ
テ
ン
及
び
北
部
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
連
合
王
国
と
の
間
の
協
定

の
実
施
に
伴
う
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
の
特
例
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
二
年
自
治
省
令
第
五
十
八
号
）

三
　
社
会
保
障
に
関
す
る
日
本
国
と
大
韓
民
国
と
の
間
の
協
定
の
実
施
に
伴
う
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
等
の

特
例
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
七
年
総
務
省
令
第
六
十
二
号
）

四
　
社
会
保
障
に
関
す
る
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
協
定
の
実
施
に
伴
う
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合

法
等
の
特
例
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
七
年
総
務
省
令
第
百
四
十
六
号
）

五
　
社
会
保
障
に
関
す
る
日
本
国
と
ベ
ル
ギ
ー
王
国
と
の
間
の
協
定
の
実
施
に
伴
う
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法

等
の
特
例
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
八
年
総
務
省
令
第
百
五
十
号
）

六
　
社
会
保
障
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
政
府
と
の
間
の
協
定
の
実
施
に
伴
う
地
方
公
務
員
等

共
済
組
合
法
等
の
特
例
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
九
年
総
務
省
令
第
八
号
）

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
一
二
月
二
四
日
総
務
省
令
第
一
五
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
社
会
保
障
に
関
す
る
日
本
国
と
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
と
の
間
の
協
定
の
効
力
発
生
の
日
か
ら
施
行

す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
第
四
号
の
表
の
改
正
規
定
及
び
第
五
条
第
二
項
第
四
号
の
表
の
改
正
規
定
（
社
会
保
障

に
関
す
る
日
本
国
と
オ
ラ
ン
ダ
王
国
と
の
間
の
協
定
（
以
下
「
オ
ラ
ン
ダ
協
定
」
と
い
う
。
）
の
項
を
加
え
る
部

分
に
限
る
。
）
は
、
オ
ラ
ン
ダ
協
定
の
効
力
発
生
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
六
月
一
日
総
務
省
令
第
五
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
社
会
保
障
に
関
す
る
日
本
国
と
チ
ェ
コ
共
和
国
と
の
間
の
協
定
の
効
力
発
生
の
日
（
平
成
二
十

一
年
六
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
一
二
月
二
八
日
総
務
省
令
第
一
二
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
二
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
一
一
月
三
〇
日
総
務
省
令
第
一
〇
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に

定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
一
条
第
四
号
の
改
正
規
定
（
社
会
保
障
に
関
す
る
日
本
国
と
ス
ペ
イ
ン
と
の
間
の
協
定
（
以
下
「
ス
ペ
イ
ン

協
定
」
と
い
う
。
）
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
五
条
第
二
項
第
四
号
の
改
正
規
定
（
ス
ペ
イ
ン
協
定
に
係
る

部
分
に
限
る
。
）
　
ス
ペ
イ
ン
協
定
の
効
力
発
生
の
日

二
　
第
八
条
の
改
正
規
定
　
社
会
保
障
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
政
府
と
の
間
の
協
定
の
効
力
発
生

の
日

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
二
月
二
九
日
総
務
省
令
第
一
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
社
会
保
障
に
関
す
る
日
本
国
と
ブ
ラ
ジ
ル
連
邦
共
和
国
と
の
間
の
協
定
の
効
力
発
生
の
日
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
三
月
二
九
日
内
閣
府
・
総
務
省
・
文
部
科
学
省
令
第
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
命
令
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
一
二
月
二
四
日
総
務
省
令
第
一
一
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
社
会
保
障
に
関
す
る
日
本
国
と
ハ
ン
ガ
リ
ー
と
の
間
の
協
定
の
効
力
発
生
の
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
九
月
三
〇
日
総
務
省
令
第
八
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
そ
の
他
の
経
過
措
置
）

第
八
条
　
附
則
第
二
条
か
ら
前
条
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
省
令
の
施
行
に
伴
う
必
要
な
経
過
措
置
に
つ

い
て
は
、
別
に
総
務
大
臣
が
定
め
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
一
二
月
二
七
日
総
務
省
令
第
一
〇
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
社
会
保
障
に
関
す
る
日
本
国
と
イ
タ
リ
ア
共
和
国
と
の
間
の
協
定
の
効
力
発
生
の
日
か
ら
施
行

す
る
。
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